
様式第９号（第13条関係） 

 

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書 

 

年　　　月　　　日 

 

東かがわ市長　様 

 

東かがわ市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第13

条の規定により、次のとおり申告します。 

 
【宣誓者】 
　　フリガナ 
　　氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 
　　フリガナ 
　　通 称 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
　　生年月日　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　 
 
　　旧 住 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
　　新 住 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　□ 転入済　　　　　　　　　　　　　　　□ 転入済 
　　　　　　　　　　□ 転入予定（　　　月　　　日）　　　　□ 転入予定（　　　月　　　日） 
 
【代筆者】 
　　氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
　　住 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 



（裏） 
パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する確認書 

 
　私たちは、要綱に基づく宣誓を行うに当たり、以下の内容を確認した上で継続申告を行います。 

　　　　　【市記入欄：本人確認書類】 

 
　　　　　【市記入欄：代筆者確認書類】 

 要綱の規定 確認事項（該当するものに「✓」をしてください。）

 

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

第３条 
第１号

（年齢要件） 
宣誓する当日において、双方が成年に達していること。

□

 

第３条 
第２号

（住所要件）次の①～③のいずれかに該当すること。

 ① 双方が本市に住所を有している。 □

 ② 一方が本市に住所を有し、かつ、他の一方が３か月以内に本市への転入を予定してい

る。
□

 
③ 双方が本市への転入を予定している。 □

 第３条 
第３号

（独身要件） 
双方に配偶者がいないこと、及び当事以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

□

 
第３条 
第４号

（近親者にないこと） 
双方の関係が近親者でないこと。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をし

ている場合を除く。

□

 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ッ
プ

第２条 
第４号 
ア

（関係性） 
パートナーシップにある者以外とファミリーシップ（他都市のファミリーシップ制度

含む。）の関係にないこと。

□

 
第２条 
第４号 
イ～エ

（同意） 
ファミリーシップの対象者がファミリーシップに同意している。 
１５歳未満の者である場合は、宣誓書において、親権者の自署による同意を得ている。 

（生計同一要件） 
未成年である場合は、パートナーシップにある者の一方又は双方と生計が同一である。

□

 

第10条 

第11条

（証明書等の返還） 
宣誓者は、パートナーシップの解消、死亡、転出したときは証明書等を返還しなけれ

ばならないこと。 
（無効） 
虚偽その他不正な方法により証明書等の交付を受けたことが判明したとき、又は交付

を受けた証明書を不正に使用したことが判明したときは、証明書等を無効とすること。

□

 

その他

利用できる行政サービスの担当課その他市長が必要と認める者から、宣誓の有無など

について問合せがあった場合は、情報提供をさせていただく場合があります。必要な限

りにおいて住所を確認します。 
証明書等を返還した場合は、サービスの利用先に連絡し、返還に伴う手続きを行って

ください。

□

 氏名（　　　　　　　） 個人番号カード・運転免許証・旅券・その他（　　　　　）

 氏名（　　　　　　　） 個人番号カード・運転免許証・旅券・その他（　　　　　）

 氏名（　　　　　　　） 個人番号カード・運転免許証・旅券・その他（　　　　　）


